


令和８年５月　日

各指定就労移行支援事業所　管理者様
各指定就労継続支援Ａ型事業所　管理者様
各指定就労継続支援Ｂ型事業所　管理者様

大阪市福祉局障がい者施策部
障がい支援課長
運営指導課長


就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における
適切な在宅支援の実施及びチェックリスト等の書類の提出について


平素は、本市障がい福祉行政の推進にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、このたび厚生労働省より「就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型・Ｂ型）における在宅支援の要件遵守の徹底について」が別添のとおり発出されましたので、周知いたします。
各事業における支援は、原則として対面での実施を前提としておりますが、在宅支援を行う場合には、別添の国事務連絡及び下記１の留意事項等を遵守のうえ、適切な支援を実施していただきますようお願いします。
また、本市において各事業所の在宅支援の実施状況等を把握するため、下記２のとおり調査を実施しますので期日までにご回答くださいますようお願いします。


記


１　留意事項等について
· 「就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における留意事項について」（平成 19 年４月２日障障発第0402001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）
· 「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL８」（令和７年３月31日付け事務連絡）問２
· 「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」（令和７年11月28日障障発1128 第１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知別紙）

２　実施状況等の調査について
　(1)対象事業所
　　　令和８年４月以前に指定を受けている以下の事業所（令和８年４月１日指定の事業所は対象）
　　　　・就労移行支援事業所
　　　　・就労継続支援Ａ型事業所
　　　　・就労継続支援Ｂ型事業所
　
　(2)提出資料
1 在宅支援利用者名簿
2 生産活動シート（Ａ型･Ｂ型事業所のみ作成）
※上記①及び②については、令和８年４月現在で作成してください。
　　　※在宅支援利用者がいない事業所は上記書類の提出は不要ですが、大阪市行政オンラインシステムにて在宅支援利用者がいない旨の報告を行ってください。
※多機能事業所においては、事業ごとで提出してください。

　(3)提出期限
令和８年６月19日（金）　17：00まで　期限厳守

(4)提出方法
大阪市行政オンラインシステム
https://lgpos.task-asp.net/cu/271004/ea/residents/procedures/apply/d20581fa-6340-41b6-b31e-aee2fae3611e/start
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AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]　
大阪市行政オンラインシステム入口

【お問い合わせ先】 
大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課 
電話:06-6241-6527 
＊ガイダンス 「１（いち）」とお話しください
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